
自転車等駐車対策総合計画 計画期間

・自転車等の駐車対策を総合的・計画的に推進するための計
画として策定
・根拠：「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策
の総合的推進に関する法律」

・平成２４年４月～令和４年３月
（※令和３年度で計画期間終了）

次期高松市自転車等駐車対策総合計画の改定に向けて

現行計画に基づき、これまで取り組んできた自転車等の駐車対策を検証するとともに、社会情勢の変化を踏
まえた課題を整理・検討した上で、新型コロナウイルス感染拡大を受けた「新しい生活様式」により、今後、
通勤・通学を始めとする自転車等の利用形態が変化することを見込んだ、次期計画を策定する。

（１）総合計画の対象区域
（２）総合計画の目標及び期間
（３）自転車等駐車場の整備目標等
（４）自転車等駐車場の設置すべき鉄道事業者の講じる措置
（５）放置自転車の移送、保管、処分等の実施方針
（６）自転車等の正しい駐車方法の啓発事項
（７）その他駐車対策に必要な事項

●高松市総合都市交通計画の改定
●高松市自転車活用推進計画策定等

社会情勢の変化に対応
総合計画に揚げる事項

・コロナ禍における生活様式の変容
・公共交通との連携
・安全で安心な社会の実現
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